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1．情報倫理の揺籃期

情報倫理は 1980年代半ばに本格的な研究が始め
られた比較的若い学問分野であり，ICT（情報通信
技術）の本質とその開発・利用・普及が人間と社会
に与える影響を多様な視点から分析・考察し，それ
に基づいて ICTを倫理的・社会的に正当化できる
形で利用するためのポリシーの提案を行う，学際的
かつ実践的な研究領域である．
「情報倫理」以前に一般的に使われ，現在ではほ
ぼ同義語として理解されている「コンピュータ倫
理」という言葉は 1976年にW. Manerがコンピュー
タ時代の新しい倫理学を表すものとして提唱したも
のである．一方，コンピュータの開発と利用に関わ
る倫理的問題へのアプローチの必要性は，N. Wie-
nerの“�e Human Use of Human Beings”［10］にお
いて初めて語られたと言われている［1］［2］．彼は
その著書の中で，情報と通信に依存する「自動化時
代」の社会における情報体としての人間の「良き生
き方」に思いをめぐらせ，コンピュータの導入がも
たらす失業問題などについて議論を展開した．また
J. Weizenbaumもコンピュータの普及が人間存在に
対してもたらす影響について考察し，彼の開発した
プログラム ELIZAに対する反響を踏まえ，人間の
情報処理モデルが人間を単なる機械と見なす風潮を
生み出していることに警鐘を鳴らしている［9］．

1960年代半ばから発生した銀行情報システムの
プログラムの書換え詐欺に代表される「プロフェッ
ショナルの犯罪」としてのコンピュータ犯罪の発
生は，コンピュータエンジニアに対する倫理教育
の必要性を実感させるに至り，70年代末には，コ
ンピュータ倫理教育スターターキットを開発した
Manerと，コンピュータ倫理の学部学生向け講義
カリキュラムを作成した T. Bynum，さらにはD. 

Johnsonらによって，大学におけるコンピュータ工
学・コンピュータ科学教育の正式な科目としてコン
ピュータ倫理が設置されるようになった．
こうした中で，1985年に哲学の専門誌である

Metaphilosophyが「コンピュータと倫理」特集を
組み，そこに J. Moorのエポックメイキングな論文
“What is Computer Ethics?”［7］が掲載され，学問と
してのコンピュータ倫理の方向性が示されることに
なる．この論文で彼は，コンピュータ技術の革命的
特性は「論理的順応性」，すなわち論理処理を設定
できるところであればどこにでもコンピュータ技術
は適用可能であるという点にあると指摘した．コン
ピュータ技術はその論理的順応性ゆえに，社会にお
けるさまざまな制度の不可欠な部分となって社会全
般に浸透し，人間の活動や社会の諸制度を変容させ
る．この変容は，コンピュータの適用対象をいかに
効率化するのかを問うにとどまらず，ときには対象
が本質的に何であるのかを問い直させるほどに，そ
の基本的な性質や目的までも変化させるものであ
り，このことが，「概念の混乱」を伴う「ポリシー
の空白」，すなわちコンピュータ技術を倫理的に利
用するための方法論が存在しない状況を生み出し，
広範囲にわたるコンピュータ倫理の問題を引き起こ
すことになる．
また，同じ年にコンピュータ倫理の定番テキスト
である “Computer Ethics” の初版［6］が Johnsonに
よって上梓された．この中で彼女は，情報倫理問題
はユニークであるというManerの主張に真っ向か
ら反対し，倫理学の伝統を踏まえた応用倫理学とし
てのコンピュータ倫理を構想した．彼女によれば，
コンピュータの存在が，従来から存在しているプラ
イバシーや他者への危害，行為の結果に対する責
任といった倫理問題に対して新たな一捻り（a new 
twist）を加えていることが問題なのであり，この
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ことが解釈や修正を行うことなしに，伝統的な道徳
概念に依拠してコンピュータ倫理問題に対処するこ
とを困難にしているのである．

2．グローバルで学際的な研究領域への展開

1990年代初頭にD. Gotterbarnはコンピュータ
倫理の研究対象が拡散し，その研究範囲が曖昧に
なる傾向にあることに警鐘を鳴らし，ICT専門家，
とりわけソフトウェアエンジニアの職業倫理とし
てコンピュータ倫理を理解すべきであると主張し
た［3］．情報倫理研究者のコミュニティにおいて
Mr Professionalismとも称される彼は，S. Rogerson
やK. Millerらとともに ICT専門家の職業活動を倫
理的・社会的方向へと導くための指針である「ソフ
トウェアエンジニアリングのための倫理ならびに専
門職実務綱領」［4］の作成に力を尽くし，またソフ
トウェア開発におけるステークホルダー分析のため
のシステムである SoDISを開発している［5］．

Gotterbarnの主張が一定の説得力を持って受け止
められた一方で，ICTが社会を構成する不可欠な
要素として広く，そして深く浸透し，情報社会が，
さらにはネット社会が形成されるにつれて，応用倫
理学的色彩を強く持ち，欧米の研究者の価値観の下
にあったコンピュータ倫理が，コンピューティング
に関わる多種多様な問題を取扱い，より学際的かつ
グローバルな学問分野としての特徴を持つに至るの
に長い時間はかからなかった．そしてコンピュータ
技術から ITへ，そして ICTへと技術が発展し，ほ
とんどあらゆる情報をデジタル情報として処理する
ことができる環境が整うにつれて，コンピュータ倫
理よりもむしろ情報倫理という表現が多く使われる
ようになった．
現在では，哲学，倫理学，コンピュータ工学・科
学はもちろんのこと，心理学，経済学，経営学，社
会学，法学，文化人類学など，さまざまな学問的
バックグラウンドを持つ研究者によって，プライバ
シー，監視，ICTプロフェッショナリズム，サイ
バー倫理，ロボット倫理，ジェンダーと ICT，デジ
タルアイデンティティ，ネットいじめ，コンピュー
ティングによる人間疎外といった，多岐にわたる研
究テーマへの多面的な取り組みがなされている．と
りわけ最近では，ソシアルメディアの普及に伴うさ

まざまな倫理問題・社会問題に多くの研究者の目が
向けられている．また，南米やアフリカでも，情報
倫理の国際会議が定期的に開催されるようになって
おり，研究者コミュニティも着実にさらなるグロー
バル化を進めつつある．このことは，global reach
という性質を持つ ICTの開発と利用に関連した倫
理問題・社会問題を研究するにあたり，多様なロー
カルの価値観を取り込むことができるようになって
きていることを意味する．かつてMoorは，文化的
な差異を超え，core value，すなわち万人が受け入
れることのできる人間的価値に基づく情報倫理問題
への取り組みを説いた［8］．しかし，「core valueと
は何か」ということ自体がグローバル環境の下では
決定困難な問題であり，研究者コミュニティのグ
ローバル化と，そのメンバーおのおのの価値観に基
づく率直かつ積極的な議論こそが情報倫理研究を前
進させるカギなのである．

3．情報倫理の研究体制

情報倫理の founding fathers and mothersは，その
多くが，大学を定年退職し，名誉教授となった今で
も健在であり，旺盛な研究活動を続けている．その
一方で，第 2世代，第 3世代の研究者も着実に育っ
てきており，また欧米を中心に多くの大学で情報倫
理の講座が開設され，研究資金も潤沢に供給される
ようになってきている．これは情報倫理の学問的・
社会的重要性の認知度が高まっていることの証左

2013年 7月にポルトガルで開催された情報倫理の
国際会議 CEPE 2013に集まった leading researchers． 
左からH. Tavani，U. Pagallo，P. Brey，D. Johnson，S. 
Rogerson，J. Moor，M. Wolf，I. Kavathatzopoulos，K. 
Miller，筆者，L. Floridi．



Vol. 22 No. 3, December 2013 213

� 著者名

であるといえる．経営情報学会においても 2001年
度から特設研究部会として，筆者を主査とする情
報倫理研究部会が設置され，3年間にわたる研究活
動が行われた．また，現在，明治大学ビジネス情
報倫理研究所を拠点として 5年間の研究プロジェク
ト「組織情報倫理学：営利および非営利組織におけ
る情報倫理問題への対応のための政策提言に関す
る研究」が私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
（S1291006）として推進されている．
情報倫理の専門的な研究拠点も世界各地で整備
されている．代表的なものとしては，Rogersonが
設立し，その後を継いだ B. Stahlが所長を務める
CCSR（Centre for Computing and Social Respon-
sibility）や，Bynumが主宰する RCCS（Research 
Center on Computing and Society）がある．日本
国内ではビジネス情報倫理研究所が情報倫理研究
を専門とする唯一の研究機関であり，毎年多数の
海外研究者が訪問・滞在している．また，ACM
には情報倫理の研究部会 SIGCAS（Special Interest 
Group on Computers and Society）が設置されて
おり，ニュースレターComputers and Societyの編
集・発行が行われている．2000年には情報倫理研
究のための国際学会 INSEIT（International Society 
for Ethics and Information Technology）が設立され
た．代表的な国際会議としては，1995年から開催
されている ETHICOMPと，1997年に始められた
CEPEとがあり，前者はより学際的で inclusiveな
志向が強く，後者は哲学的な研究報告が多いとい
う特徴がある．さらに情報倫理の専門雑誌として，
Journal of Information, Communication and Ethics 
in Society や，Ethics and Information Technology，
International Review of Information Ethicsなどが発
行されている．

4．日本人として情報倫理研究に携わること

情報倫理研究は，ICTというグローバル性を持つ
技術の開発と利用が引き起こす倫理問題・社会問題
を対象とするものであり，必然的に複数のローカル
の文化や価値観を考慮に入れることが要求される．
ここでは，ある特定の文化や価値観が他の文化・価
値観よりも優越したものであると考える文化絶対主
義に立つことは決して許されるものではなく，その

一方で，異なる文化や価値観の間には共通理解が成
立しないとする文化相対主義の立場をとることも不
毛である．必要なのは，グローバル化する世界にお
いては，さまざまな，時には対立する文化・価値が
存在し，その共存を「とりあえずの前提」として，
認識された倫理問題・社会問題への対処を考えてい
かなければならないということである．
こうした状況の下で，日本人研究者の情報倫理研
究への積極的なコミットメントが期待されている．
世界でも有数の技術力と経済力を誇る日本という国
で活動をしている研究者であることは，情報倫理研
究においては有利にこそなりすれ，不利になること
はない．日本の事例や日本における調査結果を，日
本人の視点から研究成果としてまとめ，報告するこ
とは，国際会議においても論文投稿においても非常
に歓迎される．また，欧米諸国との国際比較研究
も，日本との文化の違いがはっきりしているので，
重要な学問的貢献として認められることが多い．こ
うした研究を積み重ねることで，日本に限定しない，
一般的な視点での研究成果も上げることができる．
情報倫理に携わる日本人研究者として肝心なの
は，情報倫理を「輸入学問」にしないことである．
「西洋事情」の紹介を専らとするのではなく，日本
人として世界の情報倫理研究をリードしていくこと
が重要である．そのためには，日本の歴史，文化や
伝統に関する正しい知識を身につけておく必要があ
り，そのうえで，自らの文化や価値観を相対化でき
ることが望ましい．
他方，研究成果の公表は英語で行われなければな
らない．われわれは情報倫理に限らず多くの研究分
野で，今や英語が研究上の公用語となっているとい
う事実を素直に認める必要がある．英語ではない言
語で公表された研究成果は，実質的にこの世に存在
しないのと同じである．国際共同研究の推進に当
たっても，当然ながら英語が共通言語となる．

5．今後の研究課題：リサーチアジェンダ

本稿を締め括るにあたり，筆者が現在取り組んで
いる研究課題を 2つだけ書き留めておきたい．

1つはプライバシー権概念の見直しと，現在の
ICT環境にふさわしいプライバシー保護のあり方の
提案である．現在，ソシアルメディアの普及とビッ
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グデータ時代の到来を迎え，「自己情報コントロー
ル」概念に基づく法制度も含めたプライバシー保護
方策は，その有効性を失いつつある．なぜなら，誰
にとっても自己情報の流れをコントロールすること
が実質的に不可能になっているからである．EUに
おいて議論されている「忘れてもらえる権利（the 
right to be forgotten）」は，プライバシー保護の焦
点をアクセスから保持へと移行させる意図を持つも
のであり，一定期間を超過して組織のデータベース
に保持されている個人情報の消去を，情報主体が要
求できるというものである．しかし，これが現在の
ICT環境下におけるプライバシー保護にとって十
分に有効な手立てなのかといわれれば，疑問符をつ
けざるをえない．むしろ，個人情報の「利用」にプ
ライバシー保護の焦点を当てることによって現在の
情報環境にふさわしいプライバシー概念を提案すべ
きであろう．このことは，「デジタル的に死なない」
（e-immortal）時代を生きるわれわれの「死後のプ
ライバシー」について考えることも含んでいる．

2つ目は，ICTベースの自動化された個人向け
サービスが人間存在に対して与える影響である．現
在われわれは，日々の生活の中で肉体を持った存在
としてではなく，デジタルデータの集まりという
disembodyされ，dividualiseされた存在としてさま
ざまな個別化されたサービスを受け取っている．こ
うした中で，われわれは自律した個としての存在を
維持し続けることができるのであろうか．あるい
は，自律した個は，すでに幻想でしかないのかもし
れない．そうであるならば，われわれは ICTベー
スの情報システムによって疎外された存在として生
かされているに過ぎないのであろうか．ICTの進
展と普及は，まさに人間存在そのものに対するチャ
レンジであると言えるのである．
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